
 

 

福祉関係者向け研修 「よくわかる！これからの成年後見制度」 開催報告 

 

 

主催：仙台市成年後見総合センター 

開催形式：Web形式 

 

〇日 時  令和 7年 9月 11日（木）13：30～15：30 

〇申込人数  55名 

〇講 義  「申立てのイ・ロ・ハ 2025 

～成年後見制度の基本を学ぼう！～」 

      講師：仙台家庭裁判所  

主任書記官 佐藤 陽子 氏 

         裁判所書記官 泉 幸枝 氏 

○説 明  「仙台市成年後見総合センターの役割と機能について」 

      説明者：仙台市成年後見総合センター 

〇内 容  成年後見制度の概要、申立て手続き、後見人の仕事等 

 

 

◇報 告 

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等、市内の各相談窓口に従事している福祉

関係者を対象とし、今後の成年後見制度や権利擁護支援に必要とされる内容を取り上げ、市内

の権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築に資することを目的として開催しました。 

今年度の第１回目は、仙台家庭裁判所の主任書記官 佐藤陽子氏および裁判所書記官 泉幸

枝氏より成年後見制度の基本や手続きの流れ等をわかりやすく説明いただきました。 

また、当センターより、中核機関としての役割と機能、及び当センターの具体的な事業内容を、

説明いたしました。 

受講された方々からは「実務をされている裁判所書記官からのお話が参考になった」、「成年

後見制度の基礎から学び直しができた」、「申立ての際の注意事項などを確認できて参考になっ

た」など、多くの好評の声を頂戴しました。 

 

※第２回目は、令和 7年 12月 17日（水）に開催。 


